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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　食料品、特に飲料の調製用のディスペンサでの使用のための使い捨て消耗品であって、
前記使い捨て消耗品は、
　液体に対して不浸透性である少なくとも１つの剛性壁部を備える筐体と、
　前記使い捨て消耗品がディスペンサに挿入されるときに加圧水を前記筐体内に流入でき
る第１入口部と、
　前記ディスペンサ内の前記食料品を処理するときに補助流体流、特に空気流を前記筐体
内に流入できる第２入口部と、
　処理された前記食料品を前記筐体から流出できる少なくとも１つの出口部と、
　前記筐体内に配置される少なくとも１つの収容チャンバであって、食品物質、特に挽い
た物質を収容する少なくとも１つの収容チャンバと、
　少なくとも１つの流れ処理チャンバであって、当該流れ処理チャンバを通って流れる前
記食品物質から得られる液体溶液を処理する少なくとも１つの流れ処理チャンバと、
　前記収容チャンバと前記流れ処理チャンバとの間に配置された流れ伝達壁であって、前
記流れ処理チャンバと前記収容チャンバとを接続する規定された流れ開口を備える流れ伝
達壁と、を備える、使い捨て消耗品において、
　　前記第１入口部は前記収容チャンバに接続され、
　　前記第２入口部は、前記食料品を処理するとき前記流れ処理チャンバを流れる液体食
料流によって補助流体流が同伴されるように、前記流れ処理チャンバに接続されることを
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特徴とする、使い捨て消耗品。
【請求項２】
　前記食料品はコーヒーベースであり、前記食品物質は挽いたコーヒーを備え、前記流れ
処理チャンバはコーヒーベースの液体と気泡との混合物を備える泡状クリーム層を生成す
る、請求項１に記載の使い捨て消耗品。
【請求項３】
　前記流れ処理チャンバは、前記収容チャンバから離れる方向に向いている前記流れ伝達
壁の出口側に配置された泡立て空洞を備え、前記泡立て空洞は、壁部と、基本的に環状又
は円形の出口導管を規定する出口を備える、請求項１に記載の使い捨て消耗品。
【請求項４】
　前記流れ伝達壁の前記流れ開口は、前記泡立て空洞の前記出口導管よりもかなり小さく
、出口導管面積と流れ開口面積との比は、３：１より大きく、好ましくは５：１より大き
い、請求項３に記載の使い捨て消耗品。
【請求項５】
　前記流れ処理チャンバは、前記流れ開口の中心軸によって規定される方向に整列した少
なくとも１つの泡立て部材を備え、前記少なくとも１つの泡立て部材は、前記流れ開口を
通って前記流れ処理チャンバに入る加圧された液体食料流の噴流を処理して液体食料のミ
ストを生成する、請求項１に記載の使い捨て消耗品。
【請求項６】
　前記泡立て部材は、前記流れ伝達壁に面するインパクト面を備えるインパクトヘッドを
備え、前記インパクトヘッドは、前記流れ処理チャンバの壁部から少なくとも部分的に離
れており、それにより、少なくとも部分的に環状の出口導管を規定する、請求項５に記載
の使い捨て消耗品。
【請求項７】
　前記泡立て部材は、前記流れ処理チャンバの壁部と実質的に円形の出口導管との間に配
置された基本的に環状のインパクト面を備える、請求項５に記載の使い捨て消耗品。
【請求項８】
　複数の膨出部が、前記収容チャンバに面する前記流れ伝達壁の側に配置され、前記収容
チャンバ内の前記食品物質は、前記複数の膨出部に当接するフィルタウェブによって保持
されて、加圧された液体溶液が、前記フィルタウェブを通って流れ、前記流れ伝達壁の前
記流れ開口に導かれるようになっている、請求項１に記載の使い捨て消耗品。
【請求項９】
　円形のパターンのリブが、前記収容チャンバに面する前記流れ伝達壁の側部に配置され
、前記収容チャンバ内の前記食品物質は、前記リブのパターンに当接するフィルタウェブ
によって保持されて、加圧された液体溶液が前記フィルタウェブを通って流れ、前記流れ
伝達壁の前記流れ開口に導かれ、前記加圧された液体溶液が前記リブのパターンによって
旋回される、請求項１に記載の使い捨て消耗品。
【請求項１０】
　前記流れ処理チャンバは、前記流れ伝達壁の前記流れ開口と整列する泡立て空洞を規定
し、前記泡立て空洞は、拡幅区域と、前記流れ開口から離れて面する端部において、狭細
区域とを規定する、請求項１に記載の使い捨て消耗品。
【請求項１１】
　前記筐体の前記少なくとも１つの剛性壁部は、金属材料又はプラスチック材料から作製
され、基本的に回転対称的な形で成形されて、前記第１入口部に関連する第１の端部と、
前記出口部に関連する第２の端部とを規定し、前記流れ伝達壁は、前記筐体に、好ましく
は前記筐体の中央部分に配置され、前記流れ伝達壁は、前記筐体の中心軸に対して基本的
に垂直に延出し、前記使い捨て消耗品は、前記流れ処理チャンバの容積を画定し補助流を
前記流れ処理チャンバに案内するインサート部品を備える、請求項１に記載の使い捨て消
耗品。
【請求項１２】
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　前記インサート部品が、前記第２入口部と前記流れ処理チャンバとの間に少なくとも１
つの補助流経路をさらに規定し、前記第２入口部が、前記筐体の領域、好ましくは、前記
第１入口部が設けられた領域とは異なる前記筐体の縁領域に配置される、請求項１１に記
載の使い捨て消耗品。
【請求項１３】
　食料品を調製するためのディスペンサ用の処理ユニットであって、前記処理ユニットは
、
　消耗品を受け入れるための少なくとも第１の受け入れ部と、
　少なくとも部分的に密閉された状態で前記消耗品を受け入れるために前記少なくとも１
つの第１の受け入れ部と協働する少なくとも第１の密閉部と、を備え、
　前記第１の受け入れ部及び前記第１の密閉部のうちの少なくとも１つが、前記消耗品を
挿入及び除去するように作動可能であり、
　加圧された水が供給されることができる入口導管に連結された第１入口係合ユニットで
あって、前記消耗品の食料品を処理するために前記消耗品の第１入口部に係合するように
動作可能である第１入口係合ユニットと、
　処理済み食料品が筐体から流出することを可能にするために、前記消耗品の出口部と係
合するように動作可能である出口係合ユニットと、
　前記食料品を処理する際に補助流体流、特に空気流を前記消耗品へと流入可能にするた
めに前記消耗品の第２入口部に係合するように動作可能な第２入口係合ユニットであって
、前記補助流体流は、前記食料品を加工する際に前記消耗品の流れ処理チャンバを通って
流れる液体食料流によって同伴される、第２入口係合ユニットと、をさらに備える、処理
ユニット。
【請求項１４】
　前記第１入口係合ユニット及び前記出口係合ユニットのうちの少なくとも１つは、流体
流が通って伝達される内部導管を具備する穿孔器を備える、請求項１３に記載の処理ユニ
ット。
【請求項１５】
　前記第２入口係合ユニットが、前記補助流体を前記消耗品に流入できるように、選択的
に作動可能である、請求項１３に記載の処理ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、加圧下の温水又は冷水などの抽出流体の通過によって食品物質の抽出を介し
て飲料を調製する器具（本明細書中では飲料ディスペンサと一般に呼ばれる）の領域に関
する。コーヒー又は紅茶などの食品物質は、これらの器具に挿入された消耗品に収容され
ている。したがって、飲料は、一般に、コーヒー、紅茶、スープ、ホット又はコールドチ
ョコレート、ミルク又はベビーフードである。
【０００２】
　より詳細には、本開示は、異なる目的を果たす複数の内部チャンバを備える消耗品（カ
プセル又はポッドとも呼ばれる）に関する。本開示はさらに、ディスペンサ用の処理ユニ
ット、及び前述の消耗品を処理する食料ディスペンサに関する。
【背景技術】
【０００３】
　飲料分注器は、ＥＰ２５４３２９１Ａ１から知られている。この文献は、飲料を製造す
るための淹出（Ｂｒｅｗｉｎｇ）ヘッドを備える飲料製造機を開示しており、この淹出ヘ
ッドは、互いに対して移動可能な少なくとも２つの淹出チャンバ部を備える淹出チャンバ
と、水加熱器と、水加熱器から淹出チャンバに高温加圧水を供給するための熱水ダクトと
、飲料が分注される分注ダクトと、少なくとも２つの淹出チャンバ部を支持する構造フレ
ームとを備え、淹出チャンバ部には、淹出中に淹出チャンバ内の加圧水によって生成され
た力が排出され、構造フレームは水加熱器を含む。
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【０００４】
　ＤＥ１０３４４３２８Ａ１には、淹出チャンバを備えるコーヒー製造機が開示されてい
るが、この淹出チャンバは挽いたコーヒーを満たしたフィルターパッドを受け入れるよう
に配置されており、淹出チャンバはクリームを生成する泡立て装置を備え、泡立て装置は
淹出チャンバに伴う噴射開口と、旋回流を発生させるための泡立てユニットとを備え、泡
立てユニットは、噴射開口の下流に配置される。
【０００５】
　ＷＯ２００８／０７８９９１Ａ１は、カップ内に配置される第１の調製物質に適した液
体を受け入れるための液体透過性穿孔を有する被覆層を設けた入口開口と、調製された飲
料又は食物を排出するための出口開口と、出口開口との液体連通状態にあるスタティック
ミキサとを備える液体生成物の調製用のカップを開示しているが、入口開口の側部には、
カップの円周上に、被覆層上の所定の距離まで延出する隆起縁が設けられているため、カ
ップの上側に第２の調製物質が充填された本体を収納するための空間が得られる。
【０００６】
　現在使用されている消耗品（シングルサーブユニット又は使い捨て消耗品とも呼ばれる
）は基本的に２つのタイプがある。１つのタイプの消耗品は、一般に「カプセル」と呼ば
れ、基本的には、食品物質を収容する剛性壁を有するユニットであり、抽出水が通過する
２つの基部を有する。カプセルは、大部分のカプセルを受け入れるように成形された２つ
の本体と、チャンバを密閉する密閉体とによって規定されたチャンバ内に配置される。水
はチャンバに導入され、次いでカプセルを横切る。カプセルの剛性形状のおかげで、チャ
ンバの水封は、抽出物質をチャンバを通して再循環させることなく、水が基本的にカプセ
ルを横切ることを可能にする。
【０００７】
　平らな形状の第２のタイプの消耗品は、一般に「ポッド」（又は「パッド」）と呼ばれ
、食品物質が配置される空洞を規定するために切断されて対にされた薄くて柔らかい材料
で作られた２つの部分からなり、材料は、例えば、紙、又は布地又は濾過特性を有する不
織布である。２つの部分は、一般に円形であり、外側縁部に沿って結合され、外側環状フ
ランジを規定する。ポッドを使用する機械は、ポッドが配置されるチャンバを規定するた
めに密閉される２つのハーフシェルを有することができる。具体的には、ポッドの環状フ
ランジは、チャンバの外側に規定されたハーフシェルの対向面間に受け入れられる。一般
に、コーヒーベースのポッドは、その独自のフィルタ内に予め包装された挽いたコーヒー
豆とみなすことができる。
【０００８】
　本開示は、カプセルタイプの消耗品に焦点を当てている。分注食料品、特にコーヒーベ
ース又は同様の飲料の風味、品質及び外観をさらに改善することが一般的に必要である。
飲料の品質の公知の兆候は、コーヒー製品のためのクリームとしても知られている泡状の
表層の存在である。クリーム層を設けて得られた飲料製品は、高価な洗練されたエスプレ
ッソマシン、及び操作、維持、清掃が困難であるそのような機械でしか得られない飲料製
品に少なくとも部分的に類似しているので、多くの顧客に評価されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、食料品、特に、カプセルベースの消耗品から得られ、味わい深いクリ
ーム層又は泡状層で富化することができる飲料の調製の代替的手法を提供することである
。好ましくは、それぞれの消耗品及び飲料処理ユニットは、泡状層の形成を容易にするこ
とができる本開示のコンテキストで提供され、泡調製プロセスの再現性を十分に保証する
ものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本開示の第１の態様では、食料品、特に飲料の調製用のディスペンサでの使用のための
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消耗品が提示され、この消耗品は、
－　液体に対して不浸透性である少なくとも１つの剛性壁部を備える筐体と
－　消耗品がディスペンサに挿入されるときに加圧水を筐体内に流入できるように配置さ
れた第１入口部と、
－　ディスペンサ内の食料品を処理するときに補助流体流、特に空気流を筐体内に流入で
きるように配置された第２入口部と、
－　処理された食料品を筐体から流出できるように配置された少なくとも１つの出口部と
、
－　筐体内に配置される少なくとも１つの収容チャンバであって、食品物質、特に挽いた
物質を収容するチャンバと、
－　少なくとも１つの流れ処理チャンバであって、この流れ処理チャンバを通って流れる
液体溶液を処理するように配置され、液体溶液は食品物質から得られるチャンバと、
－　収容チャンバと流れ処理チャンバとの間に配置された流れ伝達壁（ｆｌｏｗ　ｔｒａ
ｎｓｆｅｒ　ｗａｌｌ）であって、流れ処理チャンバと収容チャンバを接続する規定され
た流れ開口を備える流れ伝達壁と、を備え、
　　第１入口部は収容チャンバに接続されるとともに、
　　第２入口部は、食料品を処理するとき流れ処理チャンバを流れる液体食料流によって
補助流体流が同伴されるように、流れ処理チャンバに接続される。
【００１１】
　この態様は、消費者によって認識される加工食料品の風味、品質及び外観が、規定され
た「クリーム」又は泡層を製品に加えることによって改善されるという洞察に基づいてい
る。この層は、製品を処理する際に製品の一部分に小さな気泡を誘導することによって形
成することができる。上記の態様によれば、そのような消耗品は、味わい深いクリーム層
の形成に寄与し得る。言い換えれば、消耗品は、統合されたクリーム又は泡ユニットを備
える。補助流体流は、流れ処理チャンバに案内され、処理された液体食料流によって少な
くとも部分的に同伴されて、クリーム層を形成する液体と気泡の泡立った混合物が生成さ
れる。
【００１２】
　本明細書で使用されているように、液体溶液を処理するという用語は、食品物質から得
られた液体溶液のミストを形成するための旋回、泡立て、霧化、噴霧及び／又はさらなる
技法を備え、液体溶液は、処理チャンバの壁に向かって及び／又は沿って流れ、その後コ
ーヒーベースの製品のコンテキストではクリーム層としても知られている微細気泡層を有
する加工食料品の形で少なくとも１つの出口部を通って処理チャンバを出る。
【００１３】
　一般に、消耗品は、カプセル、特に使い捨てカプセルと呼ばれる。一般に、流れ開口は
、流れノズル又は流れオリフィスと呼ばれる。消耗品を通って流れる加圧された液体の流
れは、少なくとも部分的に偏向され、急速に減速され、且つ／又は流れ処理チャンバ内で
噴霧されて泡状層を生成する。第２入口部は、第１入口部が位置する領域とは異なる筐体
の端部領域に配置される。代替的に、第２入口部は、第１入口部と同じ筐体の端部領域に
あってもよい。
【００１４】
　好ましくは、チャンバは、密閉された状態で密閉された筐体内に最初に封入される。そ
れゆえに、消耗品は密閉され、消耗品の「貯蔵寿命」を延ばすことができる。
【００１５】
　さらに、消耗品は、水入口穿孔装置によって破裂するように配置された第１の入口部を
備える。第２入口部は、第２補助入力穿孔ユニットによって破裂して流体流、特に空気流
が消耗品に入ることを可能にするように配置される。出口部は、出口穿孔装置によって破
裂するように配置される。一般に、それぞれの穿孔装置は、係合装置とも呼ばれる。
【００１６】
　一実施形態では、食料品はコーヒーベースであり、食品物質は挽いたコーヒーを備え、
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流れ処理チャンバはコーヒーベースの液体と気泡との混合物を備える泡状クリーム層を生
成するように配置されている。クリーム層は、クリーム層、泡及び／又は泡立て層とも呼
ばれる。言うまでもなく、本開示の原理内の消耗品は、異なる味及び／又は香味を有する
飲料に使用される。
【００１７】
　別の実施形態では、流れ処理チャンバは、収容チャンバから離れる方向に向いている流
れ伝達壁の出口側に配置された泡立て空洞を備え、泡立て空洞は、壁部と、基本的に環状
又は円形の出口導管を規定する出口を備える。加圧液体流は液体噴流と呼ばれる。液体噴
流は、流れ開口を介して泡立て空洞に入る。いくつかの実施形態では、壁部は、泡立て空
洞の内壁部として配置される。
【００１８】
　さらに別の実施形態では、流れ伝達壁の流れ開口は、泡立て空洞の出口導管よりもかな
り小さく、出口導管面積と流れ開口面積との比は、３：１より大きく、好ましくは５：１
である。これにより、泡形成効果がさらに改善され、液体噴流の微細な「霧化（ａｔｏｍ
ｉｚａｔｉｏｎ）」又はその少なくとも一部が確実にされる。
【００１９】
　別の実施形態では、流れ処理チャンバは、好ましくは流れ開口の中心軸によって規定さ
れる方向に整列した少なくとも１つの泡立て部材を備え、少なくとも１つの泡立て部材は
、流れ開口を通って流れ処理チャンバに入る加圧された液体食料流の噴流を処理して、液
体食料のミストを生成するように配置される。言い換えれば、液体噴流は、少なくとも１
つの泡立て部材に衝突する。これは、泡立て部材によって液体噴流を偏向させるか又は噴
霧することを意味する。いくつかの実施形態では、流れ開口の中心軸は、少なくとも基本
的に回転対称的に形成された筐体の中心軸と平行であり、好ましくはそれと整列又は一致
すらしている。液体噴流の処理は、液体噴流の旋回、霧化、噴霧及び／又は泡立てを含む
。
【００２０】
　泡立て部材の有利な実施形態は、ＥＰ１６９４１８０Ｂ１から知られている。しかしな
がらこれは、コーヒーポッド、すなわち独自のフィルタで提供される予め包装された食品
物質を処理するように構成されたコーヒー製造装置の機械ヘッドにおける泡立て及び／又
は泡立ち機能の実施に関する。
【００２１】
　別の実施形態では、泡立て部材は、流れ伝達壁に面するインパクト面を備えるインパク
トヘッドを備え、インパクトヘッドは、流れ処理チャンバの壁部から少なくとも部分的に
離れており、それにより、少なくとも部分的に環状の出口導管を規定する。出口導管は、
少なくとも実質的に環状である。少なくとも１つのサイドバー又はタップが、インパクト
ヘッドと流れ処理チャンバの筐体部分とを連結するように設けられる。処理された液体の
噴流は、インパクトヘッドの少なくとも相当な部分を噴霧することができるインパクトヘ
ッドをヒットする。インパクト面は、凹状に湾曲している。代替的に、インパクト面は、
凸状に湾曲している。さらに、インパクト面は円錐形であってもよい。別の実施形態では
、インパクト面は、基本的に平面であり、基本的に中心軸に垂直であるか、又は中心軸に
対して少なくともわずかに傾斜していてもよい。
【００２２】
　別の実施形態では、泡立て部材は、流れ処理チャンバの壁部と実質的に円形の出口導管
との間に配置された基本的に環状のインパクト面を備える。さらに別の実施形態では、泡
立て部材は、出口部に係合する穿孔要素によって提供される。インパクト面は、基本的に
環状の形状を有し、中心軸に対して基本的に垂直に延出し、出口導管を取り囲む。
【００２３】
　消耗品のさらに別の実施形態では、複数の膨出部が、収容チャンバに面する流れ伝達壁
の側に配置され、収容チャンバ内の食品物質は、複数の膨出部に当接するフィルタウェブ
（ｆｉｌｔｅｒ　ｗｅｂ）によって保持され、加圧された液体溶液は、フィルタウェブを
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通って流れ、流れ伝達壁の流れ開口に導かれるようになっている。フィルタウェブは、代
替的に濾過布と呼ばれる。フィルタウェブの材料は、例えば、紙、布又は濾過特性を有す
る不織布である。いくつかの実施形態では、食品物質を流れ伝達壁から分離する紙ベース
の平面フィルタ要素が提供される。
【００２４】
　消耗品の別の代替的な実施形態では、円形のパターンのリブが、収容チャンバに面する
流れ伝達壁の側部に配置され、収容チャンバ内の食品物質は、リブのパターンに当接する
フィルタウェブによって保持されて、加圧された液体溶液がフィルタウェブを通って流れ
、流れ伝達壁の流れ開口に導かれ、加圧された液体溶液がリブのパターンによって旋回さ
れる。リブは、一般に細長く、特に流れ伝達壁の側部に基本的に平行であるか又は中央開
口に垂直である平面内に延出する少なくともわずかに湾曲した経路に沿って延出する。好
ましくは、基本的に流れ伝達壁の周辺部から中心部に、特に流れ開口に向かって延出する
湾曲したリブが利用される。リブの端部は、流れ開口に対してオフセットを有し又は流れ
開口から離れて、流れ開口の外に終端する。リブの所望の設計及び向きにより、液体溶液
の螺旋状の流れが流れ処理チャンバ内に誘発される。同様の実施形態がＤＥ１０３４４３
２８Ｂ４から知られている。しかしながらこれは、コーヒーポッドを処理するように構成
されたコーヒー製造装置の機械ヘッドにおける泡立て及び／又は泡立ち機能の実施に関す
る。
【００２５】
　さらに別の実施形態では、流れ処理チャンバは、流れ伝達壁の流れ開口と整列する泡立
て空洞を規定し、泡立て空洞は、拡幅区域と、且つ流れ開口から離れて面する端部におい
て、狭細区域とを規定する。泡立て空洞は、基本的にカップ状に成形される。狭細区域は
、漏斗状の形状を備える。少なくとも１つの偏向リブが狭細区域の限定部分に配置される
。好ましくは、一般に軸方向に延出し、内側に突出している、２つ以上の偏向リブの配置
が設けられる。偏向リブは、液体溶液の誘導された螺旋流を偏向させ、及び／又は停止さ
せる。
【００２６】
　消耗品のさらに別の実施形態では、筐体の少なくとも１つの剛性壁部は、金属材料又は
プラスチック材料から作製され、基本的に回転対称的な形で成形されて、第１入口部に関
連する第１の端部と、出口部に関連する第２の端部とを規定する。さらに、流れ伝達壁は
、筐体に、好ましくは筐体の中央部分に配置される。流れ伝達壁は、筐体の中心軸に対し
て基本的に垂直に延出する。いくつかの実施形態では、流れ処理チャンバの容積を画定し
、補助流を流れ処理チャンバに案内するように配置されたインサート部品が設けられる。
インサート部品の幾何学的形状及びサイズにより、クリーム及び／又は同様の気泡層の量
に影響を与える可能性がある。
【００２７】
　この実施形態は、インサート部品が、第２入口部と流れ処理チャンバとの間に少なくと
も１つの補助流経路（ａｕｘｉｌｉａｒｙ　ｆｌｏｗ　ｐａｔｈ）をさらに規定し、第２
入口部が筐体に配置されるという点で、さらに発展することができる。好ましくは、第２
入口部は、筐体の縁領域に配置される。より具体的には、第２入口部は、第２の端部の縁
部領域に設けられる。
【００２８】
　しかしながら、少なくともいくつかの実施形態では、流れ処理チャンバは、筐体の外面
、特にその第２の端部に取り付けられるか、又は一体成形される。これらの実施形態によ
れば、流れ伝達壁は消耗品の筐体を画定し、流れ処理チャンバは、それに結合されて収容
チャンバで得られた液体溶液を流れ処理チャンバに流入させることができる。この実施形
態によれば、インサート部品が絶対に必要というわけではない。
【００２９】
　好ましくは、流れ伝達壁は、筐体内、特に筐体の中心部に配置されて別々に成形された
プラスチック部品である。代替的に、流れ伝達壁は、筐体の境界面を形成する。一般に、
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流れ伝達壁は、標準的な２枚の板金製のツーリングから、すなわち追加のスライドを設け
る必要なしに得られる。また、インサート部品は、別個に成形されたプラスチック部品で
ある。少なくとも１つの剛性壁部は、薄肉のプラスチック材料又はアルミニウムシートな
どの金属材料から得られる。
【００３０】
　少なくとも２つの消耗品は、飲料を調製するために飲料ディスペンサに使用するための
少なくとも２つの消耗品を備える消耗品のセットを規定する。消耗品の少なくとも１つは
、本開示の少なくともいくつかの態様によって形成されることが好ましい。
【００３１】
　本開示の別の態様では、食料品を調製するためのディスペンサ用の処理ユニットが提示
され、この処理ユニットは、
－　消耗品を受け入れるための少なくとも第１の受け入れ部と、
－　少なくとも部分的に密閉された状態で消耗品を受け入れるために少なくとも１つの第
１の受け入れ部と協働する少なくとも第１の密閉部と、を備え、
－　第１の受け入れ部及び第１の密閉部のうちの少なくとも１つが、消耗品を挿入及び除
去するように作動可能であり、
－　加圧された水が供給されることができる入口導管に連結された第１入口係合ユニット
であって、消耗品の食料品を処理するために消耗品の第１入口部に係合するように動作可
能である第１入口係合ユニットと、
－　処理済み食料品が筐体から流出することを可能にするために、消耗品の出口部と係合
するように動作可能である出口係合ユニットと、
－　食料品を処理する際に補助液体流、特に空気流を消耗品へと流入可能にするために消
耗品の第２入口部に係合するように動作可能な第２入口係合ユニットであって、補助液体
流は、食料品を加工する際に消耗品の流れ処理チャンバを通って流れる液体食料流によっ
て同伴される、第２入口係合ユニットと、をさらに備える。
【００３２】
　第１入口係合ユニット、出口係合ユニット及び第２入口係合ユニットの少なくとも１つ
は、穿孔ユニットとして配置される。その結果として、少なくともいくつかの実施形態で
は、それぞれの第１入口穿孔ユニット、出口穿孔ユニット及び／又は第２入口係合穿孔ユ
ニットが設けられ、それぞれのチャンバにアクセスするために消耗品を破裂させる。
【００３３】
　しかしながら、代替的に、消耗品の伝達部（第１入口部、出口部及び／又は第２入口部
）の少なくとも１つは、作動可能な穿孔ユニットなしで係合及び／又は接続される。いく
つかの実施形態では、少なくとも１つの伝達部は、手動で解除可能なシールを備える。い
くつかの実施形態では、少なくとも１つの伝達部は、それに熱い流体、特に温水及び／又
は熱い食料品を適用することによって流動化及び除去することができる溶融性又は可溶性
材料を備える。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの伝達部は、高温加圧水が供給
されている間に消耗品が膨潤したときに、処理ユニットの基本的に固定された穿孔要素と
協働するように構成される。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの伝達部は、食料
品を調製する過程で加圧液を適用することによって消耗品が加圧されるときに破裂する弱
化部、特に薄肉部を備える。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、処理ユニットで処理されるように適合された消耗品の出口部
及び／又は第２入口部は、処理ユニットによって作動される必要がない少なくとも１つの
出口開口及び／又は少なくとも１つの第２入口開口をすでに備える。それゆえに、それぞ
れの係合ユニットは、作動されることなくそれに連結される。基本的には、消耗品が処理
ユニットに挿入されて最終的に消耗される前に、ユーザによって手動で解除される第１入
口開口にも同じことが適用される。
【００３５】
　好ましくは、本明細書に開示された少なくともいくつかの実施形態による消耗品は、処
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理ユニット内で処理することができる。一般に、係合ユニット又は穿孔ユニットは、消耗
品の筐体を破裂させることによってそれぞれの対向部に係合することができる。補助流体
流は、通気孔又は通気導管を介して供給することができ、すなわち、補助流体流は、基本
的に大気圧である空気から構成される。しかしながら、少なくともいくつかの実施形態で
は、少なくともわずかに加圧された補助流体流が消耗品に供給される。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、第２入口ユニットは、第１入口係合ユニット又は第２入口係
合ユニットと組み合わせて提供される。代替的に、第２入口係合ユニットは、別個の構成
要素であってもよい。
【００３７】
　処理ユニットの一実施形態では、第１入口係合ユニット及び出口係合ユニットのうちの
少なくとも１つは、流体流がそこを通って伝達される内部導管を設けた穿孔器を備える。
基本的には、第２入口係合ユニットの少なくとも一つの穿孔器にも同じことが当てはまる
。
【００３８】
　処理ユニットのさらなる実施形態では、第２入口係合ユニットが選択的に作動可能であ
り、補助流体を消耗品に流入させることができる。これは、クリーム層又は同様の泡状層
の形成が望まれる場合にのみ、補助流体流が目的に応じて活性化されるという利点を有す
る。
【００３９】
　本発明のさらに別の態様では、食料品の調製用の分注器、特に飲料ディスペンサが提示
され、この分注器は、
－　水タンクと、
－　水タンクから供給された水を加圧するためのポンプユニットと、
－　加圧水を加熱するための加熱ユニットと、
－　本明細書に記載の少なくともいくつかの態様による処理ユニットと、
を備える。
【００４０】
　好ましくは、分注器は、本明細書の少なくともいくつかの実施形態による消耗品を処理
するように構成されている。言うまでもなく、分注器は、異なるタイプの消耗品から得る
ことができる異なるタイプの食料品を調製するように構成することができる。それゆえに
、分注器は、従来の単一チャンバカプセルも同様に処理するように構成することができる
。加熱ユニットは、貫流式ヒーター、ボイラー又は同様の加熱装置として配置される。さ
らに、分注器は、基本的に、外部加熱ユニットからそこに伝導される予熱水を処理するよ
うに構成される。基本的に、加熱ユニットは、ポンプユニットの下流に配置される。ある
いは、ポンプユニットは、加熱ユニットの下流に配置される。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
　本発明のこれら及び他の態様は、以下に記載する実施形態を参照して明らかになるであ
ろう。
【００４２】
【図１】飲料ディスペンサ、特にコーヒー製造器の実施形態を示す斜視図である。
【図２】一組の消耗品、特に分注器で使用されるカプセルを示す例示的な斜視上面図であ
る。
【図３】ディスペンサ用の処理ユニット、特に淹出ユニットを示す簡略化した例示的な模
式ブロック図である。
【図４】本開示による消耗品の実施形態を示す簡略化した斜視底面図である。
【図５】本開示による消耗品の実施形態を示す断面側面図である。
【図６】図５に示した実施形態による消耗品を示す斜視分解断面底面図である。
【図７】図５に示した実施形態による流れ伝達壁及びインサート部品を示す詳細な斜視断
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面上面図である。
【図８】図７に示した流れ伝達壁を示すさらに詳細な斜視上面図である。
【図９】図５に示した実施形態によるインサート部品を示す詳細な斜視底面図である。
【図１０】図９に示したインサート部品を示す詳細な斜視断面上面図である。
【図１１】本開示による消耗品の別の実施形態を示す断面側面図である。
【図１２】図１１に示した実施形態による流れ伝達壁を示す上面図である。
【図１３】図１１に示した実施形態による泡立て部材を含む流れ処理チャンバを示す部分
底面図である。
【図１４】本開示による消耗品のさらに別の実施形態を示す断面側面図である。
【図１５】本開示による消耗品の別の実施形態、受け入れた状態で示した消耗品を示す断
面側面図である。
【図１６】図１５に示した実施形態による消耗品を示す斜視分解断面底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　図１は、以下、コーヒー製造装置とも呼ばれるディスペンサ１０の斜視図を示す。ディ
スペンサ１０は、一般に、消耗品３０（図２も参照）と共に飲料調製システムを形成する
。典型的に、ディスペンサ１０は、消耗品３０としてカプセルを使用する。カプセルベー
スの消耗品３０は、剛性消耗品３０とも呼ばれ、柔らかいパッドベースの消耗品よりも大
きな利点を有し、食料品及びその風味を相当に長期間密閉することができる。いくつかの
実施形態では、飲料ディスペンサ１０は、コーヒー以外の飲料、例えば、茶、ホットミル
ク又は冷乳、スープ、ベビーフード等を製造するために使用されるように構成される。さ
らに、消耗品３０は、一般に、飲料ディスペンサの使用によってそれぞれの飲料を調製す
るための対応する食品物質を収容する。
【００４４】
　ディスペンサ１０に関して、特にＥＰ２５４３２９１Ａ１が参照される。これに関して
は、ＷＯ２０１１／０７７３４９Ａ２をさらに参照されたい。
【００４５】
　ディスペンサ１０は、処理された製品、特に処理された飲料をそこから得ることができ
る分注ヘッド１２を備える。分注ヘッド１２は、容器又はカップ２６を食料品で充填する
ための出口ダクトを含む出口部１６を備える。ディスペンサ１０は、さらに詳細に後述す
る処理ユニット１４をさらに備える。処理ユニット１４は、消耗品３０、特に挽いたコー
ヒーベースの製品などの食品物質を収容するカプセルを受け入れて処理するように構成さ
れる。一例として、処理ユニット１４は、処理されるべき消耗品３０を受け入れて密閉す
るための受け入れ部１８及び密閉部２０を備える。さらに、ディスプレイ、タッチスクリ
ーン、スイッチ、コントロールボタン等を備えるユーザコントロール２４が設けられる。
【００４６】
　図２は、カプセル３０の例示的なセット３２の斜視上面図である。カプセル３０のセッ
ト３２は、少なくとも２つの消耗品３０を備える。一例として、カプセル３０のセット３
２は、同じタイプの風味の複数の消耗品３０を備える。さらに、カプセル３０のセット３
２は、複数の消耗品３０を備え、そのうちの少なくともいくつかは異なる風味を表す。
【００４７】
　特に図３を参照すると、ディスペンサ１０用の処理ユニット１４の例示的な実施形態が
示され、さらに説明される。一般に、処理ユニット１４は、処理されるべき消耗品３０か
ら飲料又は同様の食料品７０（例えば、コーヒー、ミルク等）を得るように構成される。
食料品７０の最上部でクリーム７２の層を生成し、食料品７０の品質及び味をさらに改善
することが望ましい。このために、本開示によれば、いわゆるマルチチャンバ消耗品３０
が利用される。マルチチャンバ消耗品３０は、２つ以上の別個の内部チャンバ３４、３６
を備える。一例として、図３に示した例示的な消耗品３０は、第１のチャンバ３４と第２
のチャンバ３６とを備える。第１のチャンバ３４は、食品物質１０４を収容し、そこから
高温の加圧水による処理の際に食料品７０が得られる。第２のチャンバ３６は、食料品７
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０の味又は風味を改善するように構成された処理チャンバとみなされる。
【００４８】
　消耗品３０は、消耗品３０を密閉状態で受け入れるために、密閉部２０と協働して受け
入れ部１８に受け入れられる。処理ユニット１４は、水タンク３８と、水タンク３８から
得られた水を加圧するためのポンプ４０とを備える。さらに、水を加熱するためにボイラ
ー又はヒーター４２が設けられる。処理ユニット１４は、消耗品３０のそれぞれの部分に
係合するように配置された第１入口穿孔ユニット４６、出口穿孔ユニット４８及び第２入
口穿孔ユニット５０をさらに備える。第１入口穿孔ユニット４６、出口穿孔ユニット４８
及び第２入口穿孔ユニット５０の少なくとも１つは、受け入れ部１８と密閉部２０とが係
合したときに、消耗品３０のその相手部に係合させるように配置される。
【００４９】
　好ましくは、少なくとも第１入口穿孔ユニット４６及び出口穿孔ユニット４８は、密閉
部２０及び受け入れ部１８にそれぞれ結合される。基本的に同じことが第２入口穿孔ユニ
ット５０にも当てはまる。しかしながら、少なくともいくつかの実施形態では、少なくと
も１つの第１入口穿孔ユニット４６、出口穿孔ユニット４８及び第２入口穿孔ユニット５
０は、密閉部２０及び受け入れ部１８とは独立して作動可能である。このために、第１入
口穿孔ユニット４６、出口穿孔ユニット４８及び第２入口穿孔ユニット５０は、それぞれ
のアクチュエータに連結される。一例として、図３に示したように、第２入口穿孔ユニッ
ト５０は、密閉部２０及び受け入れ部１８とは独立して作動可能である。
【００５０】
　第２入口穿孔ユニット５０は、消耗品３０に係合するときの補助流体流６２、特に補助
空気流を確立するように配置される。第２入口穿孔ユニット５０は、アクチュエータ６０
に結合される。アクチュエータ６０は、例えば、動力駆動装置を備える。同様に、第１入
口穿孔ユニット４６及び出口穿孔ユニット４８は、それぞれのアクチュエータに連結され
る。主に説明の目的のために、図３は、アクチュエータ６０が、処理ユニット１４の加圧
流体システムに連結される油圧シリンダとして配置される実施形態を示す。アクチュエー
タ流５６が確立され、アクチュエータ６０を作動させ、その結果として、第２入口穿孔ユ
ニット５０を作動させる。アクチュエータ流５６は、第２入口穿孔ユニット５０を制御す
るための制御弁５８を備える。それゆえに、第２入口穿孔ユニット５０は、第１入口穿孔
ユニット４６及び出口穿孔ユニット４８とは独立して作動される。
【００５１】
　しかしながら、少なくともいくつかの実施形態では、第２入口穿孔ユニット５０は、第
１入口穿孔ユニット４６及び出口穿孔ユニット４８と基本的に平行に動作する。それゆえ
に、第２入口穿孔ユニット５０もまた、消耗品３０が食料品７０の調製のために処理ユニ
ット１４に受け入れられたときに自動的に消耗品３０に係合するように、受け入れ部１８
又は密閉部２０に結合される。
【００５２】
　さらに、主入口流５４が確立されて、第１入口穿孔ユニット４６を介して受け入れた消
耗品３０に高温の加圧水を供給する。加工食料品７０は、出口穿孔ユニット４８及び／第
２入口穿孔ユニット５０によって穿孔された出口を介して流れ出し、これは全体的な出力
流６８を形成する出力流成分６６を指す。出力流れ６８は、少なくとも部分的に、食料品
７０のクリーム７２又は同様の風味豊かな気泡及び／又は泡状成分を備える。
【００５３】
　カプセルタイプの消耗品３０の斜視底面図を示す図４をさらに参照する。図２及び図４
からさらにわかるように、消耗品３０は、筐体７６、特に、少なくとも部分的にプラスチ
ック壁及び／又は液体に対して不透過性である、より一般的には流体に対して少なくとも
実質的に不浸透性であるアルミニウム壁を備える比較的剛性の筐体７６を備える。少なく
ともいくつかの実施形態では、筐体７６は、密閉された筐体、特に、ディスペンサ１０で
処理される前に密閉された最初に密閉された筐体と呼ばれる。本開示の目的のために、消
耗品３０は、第１の端部７８と、第１の端部７８に対向する第２の端部８０とを備える。
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第１の端部７８と第２の端部８０との間には、剛性壁部８２が設けられる。本明細書で使
用されるように、用語「上部」は、説明の目的で消耗品３０の第１の端部７８を指すもの
とする。さらに、「底部」という用語は、説明の目的で消耗品３０の第２の端部８０を指
すものとする。しかしながら、この割り当ては、限定的な意味で解釈されるべきではない
。いくつかのディスペンサ１０では、消耗品３０は、消耗品３０の第１の端部７８及び第
２の端部８０が、必ずしもディスペンサ１０の上部及び底部とそれぞれ整列していない特
定の向きで受け入れられるため、これはいっそう当てはまる。
【００５４】
　特に図５及び図６を参照し、且つ図７乃至図１０を参照して、本明細書に開示される原
理の少なくともいくつかによるマルチチャンバ消耗品３０の例示的な実施形態について説
明する。
【００５５】
　図５は、消耗品３０の拡大断面図である。図６は、消耗品３０の対応する斜視断面分解
図である。例示目的のために、第１入口穿孔ユニット４６、出口穿孔ユニット４８及び第
２入口穿孔ユニット５０は、図５及び図６に模式的に示されている。一般に、第１入口穿
孔ユニット４６は、少なくとも１つの第１入口穿孔器８６又は複数の第１入口穿孔器８６
アレンジメントを備える。同様に、出口穿孔ユニット４８は、少なくとも１つの出力穿孔
器９０又は複数の出力穿孔器９０アレンジメントを備える。同様に、第２入口穿孔ユニッ
ト５０は、少なくとも１つの第２入口穿孔器９４又は複数の第２入口穿孔器９４アレンジ
メントを備える。第１入口穿孔ユニット４６、出口穿孔ユニット４８及び第２入口穿孔ユ
ニット５０は、ディスペンサ１０の処理ユニット１４に配置されている。
【００５６】
　少なくとも１つの第１入口穿孔器８６は、流体流、特に加圧された加熱水の消耗品３０
への流れを可能にする少なくとも１つのダクト又は導管８８を備える。少なくとも１つの
出力穿孔器９０は、流体流、特に食料品を消耗品３０からの流れを可能にする少なくとも
１つのダクト又は導管９２を備える。少なくとも１つの第２入口穿孔器９４は、補助入口
流体流、特に補助空気流を可能にする。
【００５７】
　消耗品３０は、密閉した手法で内部プロセス又は含有容積を封入する筐体７６を備える
。筐体７６の第１の端部７８には、蓋又はカバー９６が設けられる。第１の端部７８によ
り、筐体７６の上壁又は締結壁９８が覆われる。締結壁９８には、第１入口穿孔器８６に
適合される円錐形の凹部又は凹部１００が設けられる。締結壁９８に隣接して食品物質１
０４を収容するように適合された収容チャンバ１０２が設けられる。食品物質１０４は、
フィルタ又はフィルタウェブ１０６に少なくとも部分的に保持される。図６からわかるよ
うに、フィルタ又はフィルタウェブ１０６は、ボウル状の形状を有する。しかしながら、
フィルタ又はフィルタウェブ１０６は、食品物質１０４を完全に封入することもある。
【００５８】
　収容チャンバ１０２に隣接して、筐体７６の規定された部分には、流れ伝達壁１１０が
設けられる。いくつかの実施形態では、流れ伝達壁１１０は、消耗品３０のそれぞれのチ
ャンバ３４、３６を分離する内部分離壁とみなされ、図３も参照されたい。流れ伝達壁１
１０は、収容チャンバ１０２に面する第１の表面と、収容チャンバ１０２から離れて面す
る第２の表面とを備える。第１の表面には、周辺膨出部１１２及び／又は中心膨出部１１
４を含む膨出部の配置が設けられ、図７及び図８も参照されたい。膨出部１１２及び中心
膨出部１１４は、食品物質１０４を保持するフィルタ又はフィルタウェブ１０６の浮き出
しの持ち上げられた受け入れ面を規定する。
【００５９】
　それゆえに、食品物質１０４から得られる液体溶液を案内するのに十分な空間が提供さ
れる。流れ伝達壁１１０は、その中央部分に配置されるオリフィス又は流れ開口１１６を
さらに備える。流れ開口１１６を通して、食料品７０は、収容チャンバ１０２から、流れ
伝達壁１１０の第２の面に面する流れ処理チャンバ１１８に移される。流れ処理チャンバ
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１１８において、食料品７０は、その風味、品質及び外観をさらに改善するために処理さ
れる。
【００６０】
　一般に、流れ開口１１６は、流れ開口１１６を通って移動する流体流の特性を制御する
流れ制御部材とも呼ばれる。一例として、流れ開口１１６の実際のサイズに依存して、流
れ開口１１６の出口側での流体の圧力は、規定され及び／又は影響される。直径が小さい
と、比較的高圧の出口流れが生じる。大きな直径は、比較的低圧の出口流（すなわち、低
過圧）を引き起こす。さらに、流れ開口１１６は、出力流れの位置、方向及び向きを規定
する。
【００６１】
　本開示による消耗品３０及びディスペンサ１０は、エスプレッソ及び同様の高圧タイプ
のコーヒーなどの高圧食料品とは対照的に、低圧コーヒーなどの低圧食料品の調製に主に
利用される。
【００６２】
　一般に、流れ処理チャンバ１１８は、食料品７０を処理するように構成される。その結
果として、食料品７０の気泡部分又は泡状部分が生成される。このために、流れ処理チャ
ンバ１１８は、少なくとも１つの泡立て要素を備える。少なくともいくつかの実施形態で
は、流れ処理チャンバ１１８は、泡立て空洞１２２を規定するか、又はこれを備える。泡
立て空洞１２２は、壁部１２４、特に円筒状の内壁部１２４を備える。流れ伝達壁１１０
から離れて面している流れ処理チャンバ１１８の端部には、出口導管１２６が設けられる
。出口導管１２６は、基本的に円形又は環状の形状にされる。少なくともいくつかの実施
形態では、流れ処理チャンバ１１８は、加圧された水から得られた溶液及び収容チャンバ
１０２に収容された食品物質１０４の液体噴流を噴霧、偏向又は停止させるように配置さ
れる泡立て部材１３０をさらに備える。
【００６３】
　図６、図９及び図１０から最もよくわかるように、泡立て部材１３０は、インサート部
品１３２に受け入れられ、又は取り付けられる。しかしながら、代替的に、泡立て部材１
３０は、別個の部品として提供され、且つ／又は流れ伝達壁１１０に取り付けられ、又は
一体的に成形される。一般に、インサート部品１３２は、流れ処理チャンバ１１８、より
具体的には、その処理容積を画定する。これは、泡立てプロセスに著しく影響を及ぼす。
言い換えれば、インサート部品１３２は、特定の用途及び／又はクリーム生成のために必
要とされない消耗品３０の筐体７６内のデッドボリュームを充填するために利用される。
泡立て部材１３０は、少なくとも１つの締結タブ１３４を介してインサート部品１３２に
結合される。例として、約１２０°（度）だけずれた３つのタブ１３４が設けられる。
【００６４】
　第１入口穿孔ユニット４６、出口穿孔ユニット４８及び第２入口穿孔ユニット５０との
相互作用のために、消耗品３０は、それぞれの穿孔器によって破裂可能なそれぞれの係合
部を備える。第１の端部７８には、少なくとも１つの第１入口部１４０が設けられる。少
なくとも１つの第１入口穿孔器８６は、第１入口部１４０を係合（又は、破裂）する。筐
体７６の第２の端部８０には、少なくとも１つの出口部１４２が設けられる。少なくとも
１つの出力穿孔器９０は、出口部１４２を係合（又は、破裂）する。さらに、少なくとも
１つの第２入口部１４４が消耗品３０の筐体７６に設けられる。少なくとも１つの第２入
口穿孔器９４は、第２入口部１４４を係合（又は、破裂）する。一例として、第２入口部
１４４は、第２の端部８０の周辺区域に設けられる。
【００６５】
　第２入口部１４４は、基本的に半径方向に延出する少なくとも１つの流路の形態をとる
補助流路又は経路１４８に結合される。図９からわかるように、３つの流路が補助流路又
は経路１４８を形成する。さらに、流路を接続する周縁部に周辺流路１５０が設けられる
。基本的に、補助流路又は経路１４８及び周辺流路１５０は、インサート部品１３２に形
成され、筐体７６によって画定される。補助流路又は経路１４８及び周辺流路１５０は、
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筐体７６によって覆われるインサート部品１３２の凹みとして形成される。第２入口穿孔
ユニット５０の少なくとも１つの第２入口穿孔器９４が第２入口部１４４を貫通又は破裂
させると、空気が周辺流路１５０及び補助流路又は部分１４８に入り、流れ処理チャンバ
１１８に流れて、泡状又はクリーム層の形成に寄与する。
【００６６】
　さらに図７乃至図１０を参照して、流れ伝達壁１１０、流れ処理チャンバ１１８及びイ
ンサート部品１３２をより詳細に説明する。図７及び図８から最もよくわかるように、流
れ開口１１６は、膨出部１１２及び中心膨出部１１４に隣接する流れ伝達壁１１０の第１
の側部の深まり又は窪み１５２に設けられる。さらに、泡立て部材１３０は、流れ開口１
１６を通って流れ処理チャンバ１１８に入る入口液体噴流に面するように構成されたイン
パクト面１５６を含むインパクトヘッド１５４を備える。インパクト面１５６は好ましく
は凹状に湾曲している。あるいは、インパクト面１５６は、凸状に湾曲していてもよく、
且つ／又は平面である。好ましくは、インパクトヘッド１５４は、液体噴流を処理（例え
ば、旋回、霧化及び／又は噴霧）するように構成される。流れ伝達壁１１０及びインサー
ト部品１３２の両方は、例えばプラスチック材料を射出成形することによって、プラスチ
ック材料から作製することができる。
【００６７】
　インサート部品１３２は、流れ処理チャンバ１１８、特にその壁部１２４を受け入れる
ように配置された中心孔１６０をさらに備える。さらに、インパクトヘッド１５４を含む
泡立て部材１３０は、インサート部品１３２に形成又は成形される。それゆえに、インサ
ート部品１３２及び流れ伝達壁１１０は、泡立て空洞１２２を共同で規定する。出口導管
１２６、特に環状出口導管１２６も壁部１２４とインパクトヘッド１５４によって共同で
規定される。
【００６８】
　消耗品３０の代替の実施形態を示す図１１、図１２及び図１３をさらに参照する。図１
１乃至図１３に示した消耗品３０の一般配置図は、基本的に図５乃至図１０に示した実施
形態に対応する。一般に、類似の参照符号は、本明細書中で別段の指示がない限り同様の
構成要素を示す。流れ処理チャンバ１１８の少なくともわずかに異なる実施形態は、図５
乃至図１０及び図１１乃至図１３に関連して示されている。図５乃至図１０の実施形態に
関しては、ＥＰ１６９４１８０Ｂ１がさらに参照される。図１１乃至図１３の実施形態に
関しては、ＤＥ１０３４４３２８Ｂ４がさらに参照される。これらの先行技術の参考文献
は、ポッド形状の軟質消耗品及びそれぞれの飲料ディスペンサに関するものであることが
再び強調される。本開示によれば、味わい深いクリーム層の形成のために使用される噴霧
及び／又は泡立て機能性は、消耗品３０に統合される。本明細書で明示的に論じられる実
施形態とは別に、消耗品３０に実装される泡状のクリーム層の形成用のさらなる流れ処理
及び泡立て法が想定される。
【００６９】
　また、図１１乃至図１３による消耗品３０は、流れ伝達壁１１０によって分離される収
容チャンバ１０２及び流れ処理チャンバ１１８を含む複数のチャンバを備える。図１１の
流れ伝達壁１１０は、収容チャンバ１０２に面するその第１の側部でリブ１６４のパター
ンを備える。リブ１６４のパターンは、第１のリブタイプ１７４及び第２のリブタイプ１
７６に属するリブから構成される。第１のリブタイプ１７４は、第２のリブタイプ１７６
より少なくともわずかに長くてもよい。第１のリブタイプ１７４及び第２のリブタイプ１
７６は、流れ伝達壁１１０の流れ開口１１６の周りで円形の湾曲パターンで交互に配置さ
れる。
【００７０】
　一般に、リブは、少なくともわずかに湾曲した経路に沿って基本的に半径方向に延出す
る。リブは、流れ伝達壁１１０の流れ開口１１６で終わるのではなく、流れ開口１１６が
配置されている流れ伝達壁１１０の中心部分に対して基本的に接線方向に位置する及び／
又はオフセットしている端部を備える。リブ１６４のパターンは基本的に螺旋状のレイア
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ウトを備え、リブは基本的に同様に方向付けられているが、互いから角度をなしてオフセ
ットされており、図１２も参照されたい。
【００７１】
　リブ１６４のパターンは、加圧された加熱水と収容チャンバ１０２に収容された食品物
質１０４とに基づく加圧液体溶液の螺旋流を誘発する。リブ１６４のパターンによって誘
発される流れは、規定された捻れ／又は旋回流とみなされる。液体流は、流れ開口１１６
を横切って、流れ処理チャンバ１１８の泡立て空洞１２２に入る。
【００７２】
　泡立て空洞１２２は、液体流をさらに処理するための拡幅区域１６６及び狭細区域１６
８を備える。拡幅区域１６６は、流れ開口１１６に隣接して配置される。拡幅区域１６６
は、基本的に円筒形に形成される。狭細区域１６８は、流れ処理チャンバ１１８の出口導
管１２６に配置され、これを含む。出口導管１２６は、漏斗状の形状にされる。狭細区域
１６８は、少なくとも１つの偏向リブ１７０、好ましくは複数の偏向リブ１７０をさらに
備える。偏向リブ１７０は、出口導管１２６に配置され、流れ処理チャンバ１１８内にわ
ずかに延出するが、図１３も参照されたい。偏向リブ１７０は、リブ１６４のパターンに
よって誘発された流体流を急激に偏向させ、且つ／又は停止させるように配置される。こ
の実施形態においても、流体流を噴霧し、補助流体流、特に補助気体流を同伴する。偏向
リブ１７０は、基本的に半径方向に内向きに且つ流れ開口１１６に向かって軸方向に延出
する。偏向リブ１７０はまた、偏向タブ及び／又は噴霧タブとも呼ばれる。
【００７３】
　消耗品３０のさらに別の代替実施形態を示す図１４をさらに参照する。図１４に示した
消耗品３０の一般配置図は、基本的に図５乃至図１０に示した実施形態に対応する。一般
に、類似の参照符号は、本明細書中で別段の指示がない限り同様の構成要素を示す。図１
４の消耗品３０は、筐体７６が主に収容チャンバ１０２を囲むという点で、且つ流れ伝達
壁１１０が基本的に筐体７６の第２の端部に配置されているという点で図５の実施形態と
は異なる。言い換えれば、流れ処理チャンバ１１８は、その外側に面する部分で筐体７６
に取り付けられ、又は一体的に成形される。この実施形態は、別個のインサート部品（図
５の参照番号１３２）を必要としないという利点を有する。さらに、流れ処理チャンバ１
１８は、基本的に自由にアクセス可能であるため、それぞれの（作動可能な）出口穿孔器
及びそれぞれの（作動可能な）第２入口穿孔器に対する緊急の必要性はない。言い換えれ
ば、流れ処理チャンバ１１８は、筐体の少なくとも１つの剛性壁部８２と一体的に形成さ
れた筐体７６の延長部として配置される。
【００７４】
　泡立て空洞１２２及び泡立て部材１３０に関して、図１４の実施形態は、基本的には、
図５乃至図１０の実施形態に対応する。しかしながら、図１４に示した少なくとも１つの
補助流経路１４８は、どのインサート部品によっても規定されていない。むしろ、少なく
とも１つの補助流経路１４８は、泡立て空洞１２２の壁部１２４に設けられ、規定される
。それゆえに、それぞれのシールに衝突し、又はこれを破裂する絶対的な必要はない。し
たがって、単にそれぞれの流れ導管を提供し、補助流体流６２を作動させるように第２入
口部１４４に係合する受け入れ部１８（図３）において図１４の消耗品３０を受け入れる
ことで十分である。
【００７５】
　基本的に自由にアクセス可能な流出又は出口１２６も備える出口部１４２にも同じこと
が当てはまる。したがって、出口部１４２を穿孔するか又は積極的に破裂させる必要はま
ったくない。むしろ、出口導管及び／又はディスペンサを出口部１４２に結合することで
十分である。それゆえに、出口流６８が確立される。一般に、図１４に関連して示した実
施形態の出口部は、消耗品３０（図１４には示されていない）の出口側を密閉するカバー
、蓋、又はフィルムによって覆われる。カバーは、流れ処理チャンバ１１８にアクセスす
るために、手動で及び／又は自動的に除去又は破裂するように配置される。このために、
それぞれの出口係合ユニット又は出口穿孔ユニット４８が設けられる。好ましくは、消耗
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品３０が処理される準備が整う前に、第２入口部１４４及び／又は補助流経路１４８も密
閉される。これは、出口側を密閉する同じカバー、蓋又はフィルムによって保証される。
しかしながら、消耗品３０にアクセスするために同様に手動で及び／又は自動的に除去又
は破裂される別個の密閉要素及び／又は被覆要素もまた想定される。
【００７６】
　しかしながら、少なくともいくつかの実施形態では、第２入口部１４４も出口導管１２
６によって提供される。その結果として、必ずしも別個の補助流経路１４８を設ける必要
はない。これらの実施形態による出口導管１２６は、基本的に処理された食料品の出力流
と補助入力流の両方を提供する。
【００７７】
　流れ処理チャンバ１１８が筐体７６の外面に取り付けられている場合であっても、流れ
処理チャンバ１１８は、（使い捨ての）消耗品の不可欠な構成要素である。それぞれの実
施形態を以下に説明する。
【００７８】
　消耗品３０のさらに別の代替の実施形態を示す図１５及び図１６を参照する。図１５及
び図１６に示した消耗品３０の一般配置図は、基本的に図１４に示した実施形態に対応す
る。一般に、本明細書中で別段の指示がない限り、同様の参照番号は同様の構成要素を示
す。図１５及び図１６の消耗品３０は、流れ処理チャンバ１１８が消耗品３０の筐体７６
と一体的に形成されている点で図１４の実施形態と基本的に異なる。その結果として、筐
体７６は、収容チャンバ１０２及び流れ処理チャンバ１１８を囲む。さらに、流れ伝達壁
１１０は流れ処理チャンバ１１８を画定する。しかしながら、筐体７６は、収容チャンバ
１０２及び流れ処理チャンバ１１８の所望の形状にしっかりと適合されているので、別個
のインサート部品（図５の参照番号１３２）は必要とされない。
【００７９】
　図１５に示したように、消耗品３０は、処理ユニット１４内、特に受け入れ部１８とそ
の密閉部２０との間に受け入れられる。一例として、筐体７６の受け入れカラー１７８は
、受け入れ部１８の対応する受け入れ領域に接触する。受け入れカラー１７８は、消耗品
３０の筐体７６の第１の端部に配置される。受け入れカラー１７８は、締付け要素１８０
、特に環状シーリング要素によって接触される。締付け要素１８０は、密閉部２０におけ
るそれぞれの凹部に配置される。受け入れ部１８及び密閉部２０の少なくとも１つは、消
耗品３０の挿入及び／又は除去を可能にするように作動可能である。
【００８０】
　受け入れ部１８には、消耗品３０のそれぞれの第２の端部に当接してこれを支持するよ
うに配置された受け入れリング又は支持リング１８２が設けられる。より具体的には、支
持リング１８２は、消耗品３０の出口部１４２、又は、より具体的には、出口導管１２６
を囲む境界壁に接触するように配置される。その結果として、消耗品３０は、受け入れ部
１８と密閉部２０との間に受け入れられ、基本的にしっかりと嵌め込まれるか、又は少な
くともわずかに付勢される。
【００８１】
　消耗品３０の第２の端部に隣接して、筐体７６、又は、より具体的には、流れ処理チャ
ンバ１１８は、受け入れ部１８の受け入れ空洞又は受け入れ断面形（ｃｏｎｔｏｕｒ）１
９４を完全には満たしていない（図１６も参照されたい）。受け入れ空洞１９４は、飲料
処理チャンバの淹出チャンバとも呼ばれる。その結果として、残余空間１８６、特に環状
空間は、図１４乃至図１６の実施形態による挿入された消耗品３０によって基本的に占有
されなくなる。しかしながら、図１５で最もよくわかるように、残余空間１８６により、
受け入れ部１８に設けられたそれぞれの導管１８４及び１９２が流れ処理チャンバ１１８
と接続される。
【００８２】
　案内路１８８が密閉部２０に設けられる。案内路１８８は、穿孔ユニットとして配置さ
れる少なくとも１つの第１入口係合ユニット４６を受け入れて案内するように配置される
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。さらなる案内路１９０が受け入れ部１８に設けられる。案内路１９０は、穿孔ユニット
として配置される少なくとも１つの出口係合ユニット４８を受け入れて案内するように配
置される。第１入口穿孔ユニット４６は、案内路１８８によって消耗品３０に接近して係
合する。出口穿孔ユニット４８は、案内路１９０によって消耗品３０に接近して係合する
。
【００８３】
　さらに図１５からわかるように、流れ処理チャンバ１１８及び出口導管１２６を画定又
は規定する少なくとも１つの第２入口部１４４が壁１２４に設けられる。少なくとも１つ
の第２入口部１４４は、泡立て部材１３０の近くに配置される補助流路又は経路１４８の
一部を形成する。一例として、少なくとも１つの第２入口部１４４は、泡立て部材１３０
の下流側（液体プロセスの流方向に関して）に配置される。少なくとも１つの第２入口部
１４４は、壁１２４に導管又は孔として配置される。
【００８４】
　受け入れ空洞又は受け入れ断面形１９４は、少なくとも１つの通気孔又は導管１８４を
さらに備える。通気孔１８４は、補助流体流６２、特に空気流が受け入れ空洞１９４内に
入り、その結果として、流れ処理チャンバ１１８内に入り、流れ処理チャンバ１１８を通
って流れる液体溶液を処理できるように配置される。それゆえに、通気孔１８４は、消耗
品の第２入口部１４４に動作可能に接続される。
【００８５】
　受け入れ空洞又は受け入れ断面形１９４は、少なくとも１つの排出孔又は導管１９２を
さらに備える。排出孔１９２は、受け入れ空洞１９４から出口流成分６６を流出させるこ
とができるように配置される。さらに、出口流成分６６流が、消耗品の出口導管７６に動
作可能に結合される穿孔ユニット又は出口係合ユニット４８によって可能にされる。しか
しながら、液体食料品を処理する過程で、排出流の少なくとも一部が出口導管１２６を迂
回し、専有されていない残余空間１８６及び排出孔１９２を介して受け入れた消耗品３０
を離れることがある。
【００８６】
　一般に、少なくとも１つの通気孔１８４及び少なくとも１つの排出孔１９２は、基本的
に同様にして成形される。少なくとも１つの通気孔１８４と少なくとも１つの排出孔１９
２は、サイズが、特にその直径が異なることが好ましい。しかしながら、少なくともいく
つかの実施形態では、少なくとも１つの通気孔１８４及び少なくとも１つの排出孔１９２
は、補助流体流６２及び少なくとも出力流成分６６の両方に使用される。いくつかの実施
形態では、処理ユニット１４、特にその受け入れ部１８は、少なくとも１つの通気孔１８
４が、少なくとも１つの排出孔１９２よりも高い（垂直の）レベルに配置されるように成
形される。一例として、受け入れ部１８は、基本的に傾斜して横たわって配置される。言
い換えれば、受け入れ部１８及び／又は消耗品３０の中心軸は、必ずしも垂直軸に対して
完全に平行である必要はない。むしろ、横たわった又は傾斜した構成では、受け入れ部１
８及び／又は消耗品３０の中心軸は、垂直軸に対してかなり傾斜している、又は基本的に
垂直でさえある。その結果として、消耗品３０への空気流は、主に（上部の）通気孔１８
４を通って流れる。さらに、液体（又は泡状の）出力流成分６６は、主に（下部の）排出
孔１９２を通って流れる。しかしながら、少なくともいくつかの実施形態では、実際には
空気流と液体流／泡状流の完全な分離を達成する必要はない。
【００８７】
　本発明は、図面及び前述の説明において詳細に図示され説明されてきたが、そのような
図示及び説明は、説明的又は例示的であって制限的ではないと考えられるべきであり、本
発明は開示された実施形態に限定されない。開示された実施形態に対する他の変更は、図
面、開示、及び添付の特許請求の範囲の検討から、クレームに係る発明を実施する上での
当業者によって理解され、達成される。
【００８８】
　特許請求の範囲において、「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」という単語は他の要素
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又はステップを排除するものではなく、不定冠詞「ａ」又は「ａｎ」は複数を除外しない
。単一の要素又は他のユニットは、特許請求の範囲に記載されたいくつかの項目の機能を
果たすことができる。特定の手段が相互に異なる従属請求項に記載されているという単な
る事実は、これらの手段の組み合わせが有利に使用できないことを示すものではない。
【００８９】
　特許請求の範囲における参照符号は、その範囲を限定するものとして解釈されるべきで
はない。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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